












　データの第三者（事業者以外の者であり、親会社・子会社等のグループ会社を含む）への

提供の実態等を把握するために、「提供先」、「提供先の属性（業種等）」、「提供先の本店所在地」、

「契約書情報」等の項目についてもデータマッピングを行います。




